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１．組織の概要 

 

1.1 組織の名称および代表者氏名 

 

組織の名称：公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 

代表者氏名：寺田正人 

 

 

 

1.2 事務所所在地 

 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-1-18 ヒューリック虎ノ門ビル 10階 

 

 

1.3 環境管理責任者氏名および担当連絡先 

 

環境管理責任者： 玉川 俊治 

担 当 者： 兒玉 実承 

担 当 連 絡 先： 03-4355-0155 

 

 

1.4 事業活動概要 

 

① 債 務 保 証 事 業 ： 処理業者への債務保証提供 

② 助 成 事 業 ： 技術開発や企業化のサポート 

③ 振 興 事 業 ： 優良な処理業者の育成、排出事業者に対する処理業者情報の提供など 

④適正処理推進事業： 不法投棄の防止・支障除去や PCB 等有害廃棄物に関する技術支援・情

報発信、産業廃棄物の適正処理のサポート 

⑤ 関 連 事 業 ： 産業廃棄物関連情報発信、ネットワークづくりのサポート 

 

 

1.5 事業の規模 

 

活動規模 単位 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

事業収益 百万円 590 530 463 736 

従業員 人 53 40 37 49 

床面積 ㎡ 865.17 
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２．対象範囲 

 

エコアクション 21 の対象組織・対象範囲は、当財団の全組織・全活動とします。また、組織体制 

は以下のとおりです。 
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３．環境経営方針 
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４．環境経営目標 

4.1 2024 年度の環境経営目標 

 



 6 

4. 2 2024～26 年度の中期目標 

 

 

 

 



 7 

 

５．環境経営計画 

 

環境経営目標を達成するために定めた環境経営計画は以下のとおりです。なお、環境経営計画の概要

をまとめた「エコアクション 21の進め方」を作成し、全役職員に周知徹底し、活動を進めました。 

本年度は、事業が増えていき、それに伴い従業員も増えるため、従業員一人当たりについても把握して 

きました。 

 

項目 活動内容 

CO2排出量の削減 

節電等による電力使用量の削減 
電力使用量の把握 

従業員一人当たりの使用量の把握 

ガソリン使用量の削減 ガソリン使用量等の把握 

  
チェックリストによる確認 

従業員一人当たりの排出量の把握 

コピー用紙の購入量の削減 

コピー用紙購入量の把握 

従業員一人当たりの購入量の把握 

チェックリストによる確認 

節水活動 チェックリストによる確認 

廃棄物排出量削減 

ゴミの量の把握 

従業員一人当たりのゴミの量の把握 

チェックリストによる確認 

 

※ チェックリスト：「エコアクション 21 ガイドライン 2017 年版 別紙２ 環境へ

の取組の自己チェックリスト」を参考に、当財団で全役職員に取り組みを求めたも

ので、本年度は 1 回チェックを行いました。 
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① 個人による取組状況チェックリスト 

【CO2排出量の削減】 

 室内温度空調の適温化（夏季 28度程度、冬季 20 度程度）を徹底している 

 空調を必要な区域や時間に限定して使用している 

 使用していない部屋の空調は停止している 

 夏季における軽装（クールビズ）、冬季における重ね着等服装の工夫（ウォームビズ）をし

て、冷暖房の使用を抑えている 

【コピー用紙の使用量の削減】 

 会議用資料や事務手続書類の簡素化に取り組んでいる 

 打合せや会議の資料等については、ホワイトボードやプロジェクターの利用により、ペーパ

ーレス化に取り組んでいる 

 印刷物を作成する場合は、その部数が必要最小限の量となるように考慮し、残部が出ないよ

うに配慮している 

 両面、集約等の機能を活用した印刷及びコピーを徹底している 

 コピー機は、枚数や拡大・縮小の誤り等のミスコピーを防止するため、使用前に設定を確認

するとともに、次に使用する人に配慮し、使用後は必ず設定をリセットしている 

【節水活動】 

 手洗い時、洗い物においては、日常的に節水を励行している 

【廃棄物排出量削減】 

 使い捨て製品（紙コップ、使い捨て容器入りの弁当等）の使用や購入を抑制している 

 再使用またはリサイクルしやすい製品を優先的に購入し、使用している 

 紙、ペットボトル、燃えないゴミ等について、ごみの分別を徹底している 

 シュレッダーの使用を機密文書等に限り、シュレッダー処理紙のリサイクルに努めている 

 発生したごみは可能な限り、圧縮等を行い、減量している 

 

② 事業所の取組状況チェックリスト 

【CO2排出量の削減】 

 パソコンは、省電力設定にしている 

 ロッカー室等の照明は、普段は消灯し、使用時のみ点灯している 

 共用のコンピューター等の電源については、管理担当者や使用上のルールを決める等、適正

に管理している 

 複合機、パソコン等のOA 機器については、エネルギー効率の高い機器を導入している 

【コピー用紙の使用量の削減】 

 社内 LAN、データベース等の利用による文書の電子化に取り組んでいる 

 OA 機器等の故障時には、修理可能かどうかをチェックし、可能な限り修理することで長期

使用に努めている 

  

【廃棄物排出量削減】 

 複合機、パソコン等について、リサイクルしやすい素材を使用した製品を購入・リースして

いる 
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 複合機のトナーカートリッジの回収ルートを確立し、リサイクルを図っている 

 回収した資源ごみがリサイクルされるよう確認している（委託業者等に対して） 

 廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正な処理を行っている 

 廃棄物の最終処分先を定期的に、直接、確認している 

【その他】 

 ホームページ上で環境に関する情報を提供している 

 外部関係者の意見を聴取する窓口を設けている 

 環境に関する基金・団体の設置、既存の基金・団体を支援している（人材派遣、資金面での

援助、従業員の給与の端数を集めた寄付、広報活動への協力等） 

 

チェックリスト評価点 

「２」 徹底して取り組んでいる 

「１」 ある程度取り組んでいるが、さらに取り組みが必要である 

「０」 取り組んでいない 

「３」 対象外である 
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６．環境経営の実績、環境経営計画の取組結果とその評価 

2024 年 4月 1 日～2025 年 3月 31 日までの取り組み結果は以下のとおりです。 

 事業活動報告は、当財団ＨＰ（http://www.sanpainet.or.jp）に実績の詳細を掲載しております。 

 

6.1 事業活動における目標 

2024 年度事業計画に基づき、以下の事業を通じて、資源循環型社会実現に向けて社会に貢献しま 

した。 

(1) 債務保証事業 

産業廃棄物処理のモデルとなる優良な処理施設の整備を進める処理業者等に向けて、必要な資金の

借入に対する「債務保証」を推進しました。 

2024 年度は１件 500百万円の新規債務保証を実行しました。2024年度末現在で、債務保証残

高は 2,541百万円となっています。 

(2) 助成事業 

高度な技術力の育成支援及び健全な処理業者の育成支援のための強化策として「助成事業」を推進

しました。 

2024 年度は、以下の 3件について、総額 5百万円の助成を決定しました。 

・「PVパネルリサイクル処理におけるセルシート切断装置の開発」 

・「木質系廃棄物由来の保水剤の開発及び保水機能を向上させた菌体リン酸肥料の開発」 

・「高温熱分解ガス化炉によるガスエンジン発電に係る触媒システムの開発」 

(3) 振興事業 

(イ)優良化推進事業 

優良な処理業者の育成、排出事業者に対する処理業情報の提供など、「振興事業」を推進しました。 

優良認定基準の一つである「事業の透明性」に関して、過去の公表内容や更新履歴を閲覧・印刷

できる「履歴証明サービス」を行なっています。また、「事業の透明性」の基準に適合することを証

する書面を発行する「適合証明サービス」を行っており、業務の合理化と効率化に努め利用しやす

いサービスの改善を行ない、令和７年 3月末時点の利用者数は、６２４者となりました。 

なお、人材開発の一環として行っている経営塾については、第２０期となり、産業廃棄物処理業者

及び関連企業から６３名が入塾・卒塾しました。因みに第１期からの卒塾生は延べ８７３名となり

ました。  

(4) 適正処理推進事業 

不法投棄等による支障を除去するための財政的な支援・未然防止の取り組みや、PCB等有害廃棄物

の適正処理に関する検討・支援など、「適正処理推進事業」を推進しました。 

2024 年度は、不法投棄等による支障を除去するための財政的な支援・未然防止の取り組みとして、

廃棄物処理法支援事業で１件 285百万円の支援を行いました。 

また、PCB 等有害廃棄物の適正処理に関する検討・支援として、中間貯蔵・環境安全事業（株）

（JESCO）に対し支援事業を行ない、自治体、民間業者に支援業務を行ないました。また低濃度 PCB

廃棄物の新たな処理技術に関する事前相談に対し、原理・安全性及び実用性の観点から評価し、助言

いたしました。 

 

http://www.sanpainet.or.jp/
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6.2 環境負荷低減に関する目標 

以下について具体的な環境経営目標（実態把握を含む）及び環境経営計画を策定し、継続的な改善 

に努めました。 

(1) CO2排出量の削減 

(a) 節電等による電力使用量の削減 

 

2019 年度 

基準値 

2024 年度 
判定 

参考 2023 年度 

目標値 実績値 実績値 

91,938 kWh 

【40,545 CO2-kg】 

（1,703kWh/人） 

89,456 kWh 

【39,450 CO2-kg】 

(1,597 kWh/人) 

（基準値の 97.3%） 

76,720 kWh 

【33,834 CO2-kg】 

(1,566 kWh/人) 

（基準値の 83.4 %） 

○ 

77,441kWh

【34,151CO₂-kg】

(2,093 kWh/人) 

※ 二酸化炭素排出係数は、東京電力㈱の 2019 年度の 0.441 ㎏-CO2/kWh を用いた 

基準値に対し節電等による電力使用量の削減は、目標を達成することができました。 

これは、主に残業削減促進に伴う電力使用量の削減等によるものです。 

 

(b) ガソリン使用量の削減（実態把握） 

 

2019 年度 

実績値 

2024 年度 
判定 

目標 実績値 

1,101 L 

【2,55７ CO2-kg】 

燃費の良いレンタカーを使用する

とともに、エコドライブを心が

け、ガソリン使用量の削減に努め

る 

86.8 L 

【201 CO2-kg】 
○ 

出張等で使用するレンタカーについて、上記の目標を実現するために車種の選択や運転に 

注意を払っています。使用量減の要因は、必要最小限の出張にしたことによるで地方での業務量 

減少によるものです。 

その代替として、オンラインによる打合せ等を実施しております。なお今後も同様の状況が続く 

ことが懸念され、2025年度も引き続き個別の具体的数値目標は設定せず、実態把握を継続します。 

 

(c) 参考：節電等による電力使用量の削減及びガソリン使用量の削減 

 

2019 年度 

基準値 

2024 年度 判

定 

参考 2023 年度 

目標値 実績値 実績値 

43,102 CO2-kg 

【798 CO₂-kg/人】 

41,938 CO2-kg 

【777 CO₂-kg/人】 

（基準値の 97.３ %） 

34,035 CO2-kg 

【695 CO₂-kg/人】 

（基準値の 79％） 

○ 

34,225 CO₂-kg 

【928 CO₂-kg/人】 

節電等による電力使用量の減少、必要最小限の地方での業務出張の影響より、全体として 

CO2排出量の削減を達成することができました。 
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(d) チェックリストによる確認 

項目 平均評価点 前年度評価点 

個人の取組状況チェック 1.9 1.9 

個人の取組状況チェック項目のうち、もっとも平均評価点が低い項目は前年度と同じ 

「パソコン・プリンタ複合機等のＯＡ機器は省電力設定にしている」でした。 

省電力設定のメリット・デメリット等考慮し今後の対応を検討します。 

事業場の取組状況チェック項目では、いずれも徹底して取り組むことができました。 

 

【参考】 電力使用量の推移 

 
      注意：2017年 6月事務所移転(神田:569.72m2→虎の門:865.17m2 151.86%) 

 

(2) コピー用紙の使用量の削減 

(a) コピー用紙購入量の把握 

 

2019 年度 

基準値 

2024 年度 
判定 

参考 2023年度

実績値 目標値 実績値 

2,835 kg 

(53 kg/人) 

2,758 kg 

(51 kg/人) 

(基準値の 97.3%) 

1,784 kg 

(36 kg/人) 

(基準値の 62.9 %) 

○ 

1,371 ㎏  

（37 ㎏/人） 

 

環境活動を開始することで、コピー用紙の削減への意識が高まっています。実績値が目標値 

を大幅に下回る結果（目標達成）となりました。購入数量は業務量増により前年度より増え 

ているものの、従業員も３７名から４９名へ増え、従業員１人当たりの購入数量は若干です 

が減少しています。 

目標値から大きく減少した要因は、財団運営の講習会・説明会などのテキスト等資料の印刷 

が、オンライン方式などの導入から印刷が減少したことが大きく影響したものと推測され 

ます。また役員会では資料の配布は可能な限り無くして、プロジェクターで投影して情報を 

共有するなどしてペーパーレスに寄与しております。 

今後も引き続き高い意識を継続できるよう、取組みを工夫します。 
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【参考】 コピー用紙購入量の推移 

 

(b) チェックリストによる確認 

 

項目 平均評価点 前年度評価点 

個人の取組状況チェック 1.8 1.9 

個人の取組状況チェック項目のうち、もっとも平均評価点が低い項目は「打合せや会議の資料 

等については、ホワイトボードやプロジェクターの利用により、ペーパーレス化に取り組んで 

いる」でした。資料は紙にして確認する癖がなかなか抜けない模様です。 

一方で取組として、コピー用紙の使用に対して注意を払っており、今後も評価点は高く推移し 

ていくと思われます。 

 

(3) 節水活動（総排水量削減） 

(a) 水使用量の把握 

水道がビルの共有部分のみとなっており、弊財団への請求がないことから測定不可となっており 

ます。今後とも、全役職員が日常的に節水に努めていきます。 

 

(b) チェックリストによる確認 

項目 平均評価点 前年度評価点 

個人の取組状況チェック 2.0 2.0 

今後も引き続き、高い意識を継続できるよう、取組みを工夫します。 
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(4) 廃棄物排出量削減 

(a) ゴミの量の把握 

 

2019 年度 

基準値 

2024 年度 
判定 

参考 2023 年度 

実績値 目標値 実績値 

4.2 t 

(78.3 kg/人) 

4.1 t 

(76.2 kg /人) 

 

1.3 t 

(26.1 kg/人) 

※詳細は下表参照 

○ 

1.1 t    

（28.9 kg/人) 

廃棄物の分別を継続して徹底し、発生量について実態把握を行っています。燃えるゴミ、燃え 

ないゴミなどの廃棄物総排出量および、廃棄物の種類ごとの実態把握結果は表のとおりです。 

 

廃棄物種類 処理方法 
2024 年度 

廃棄物排出量 

参考 2023年度 

廃棄物排出量 

参考 2019 年度 

廃棄物排出量 

OA･コピー用紙 再生利用 
0.08 t 0.20 t 

1.05 t 
1.6 kg/人 5.4 kg/人 

雑誌類･チラシ 再生利用 
0.03 t 0.04 t 

0.63 t 
0.6 kg/人 1.1 kg/人 

新聞 再生利用 
0.01 t 0.02 t 

0.20 t 
0.2 kg/人 0.5 kg/人 

シュレッダーゴミ 再生利用 
0.39 t 0.22 t 

0.30 t 
8.0 kg/人 5.9 kg/人 

ペットボトル 再生利用 
0.04 t 0.06 t 

0.52 t 
0.8 kg/人 1.6 kg/人 

燃えないゴミ 
再生利用 0.25 t 0.15 t 

0.39 t 
/最終処分 5.1 kg/人 4.1 kg/人 

燃えるゴミ 熱回収 
0.48 t 0.38 t 

1.14 t 
9.8 kg/人 10.3 kg/人 

合計 
1.28 t 1.07 t 4.23 t 

26.1 kg/人 28.9 kg/人 

※ 上記数量は、事業系一般廃棄物として排出した量です 

今年度も実測値が目標値を大幅に下回る結果（目標達成）となりました。基準となる 2019年度に 

比べ、雑誌・新聞等の定期購読誌の一部休止、印刷減少に伴い仕損じたOA・コピー用紙減少など

により、廃棄物の発生量そのものが、大幅に減少しました。 

一方昨年度と比べると、業務量が増え、それに伴い従業員も増えたため、燃えるゴミが増えていま 

すが、従業員一人当たりの発生量はむしろ減少しております。 

2025 年度においても、注意深く確認しながら活動を継続していきます。 
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(b) チェックリストによる確認 

項目 平均評価点 前年度評価点 

個人の取組状況チェック 1.7 1.9 

 

個人の取組状況チェック項目のうち、もっとも平均評価点が低い項目は前回同様今回も、 

「使い捨て製品（紙コップ、使い捨て容器入りの弁当等）の使用を抑制している」でした。 

自動販売機から供給される紙コップの使用、外部で購入する弁当等が一定程度利用され、 

使い捨て容器として購入する製品が増えたものと思われます。 

 

７．取組み事例   

7.1 CO2排出量の削減（節電等による電力使用量の削減） 

 

現事務所では、照明は LED 照明が設置されており、また室内温度空調の適温化を進め、残業の削減、

休日勤務の自粛等による電力使用量の削減などの取り組みを実施しております。 

室内温度空調の適温化については、室内各所の温度を実測して、設定温度の目安を決めて各操作盤に

表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定温度の目安が表示されている空調操作盤 

 

7.2 節水活動 

当ビルのトイレの水は主に雨水を利用しております。洗い場の水を含め、水を利用している箇所はビ

ル全体の共有部分にあたるため、財団職員の努力の成果は表にでない箇所です。しかし引き続き普段の

使用に対して職員一同、適切な水の使い方を徹底すること取り組んでいきます。 
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7.3 廃棄物排出量削減 

 

廃棄物の排出量を削減するために、紙類のリサイクルを徹底

できるよう、分別ボックスを設置し、コピー用紙についてはス

テイプルの除去を徹底しています。 

また、廃棄物の排出量を把握するために、種類別に体重計を

使って毎日実測して記録しています。 

 

廃棄物の排出量を把握している体重計と記録紙 

 

紙類のリサイクル分別ボックス 

 

８．今後の取り組みについて 

従来の環境負荷低減に関する職員一人一人の地道な努力の他、出張を極力減らす等の勤務体制、残業

削減促進に伴う電力使用量の削減等により、2024 年度も基準とする 2019 年度実績をより上回る環

境負荷低減に関する目標を達成することができました。 

業務量の増加に伴い従業員も増えております。コピー用紙の購入量が年間を通して増えてきていますが、

効率的なコピーの使用方法を継続することで、従業員一人当たりの購入量が減ってきており成果が得ら

れています。 

従業員が使用しているＰＣやＣＲＴも 2025 年度秋ぐらいから新型に置き換わる予定です。またオン

プレのサーバの更新も行われる予定です。これから、電力消費量の削減並びに更にリサイクルしやすい

機器へと改善が続きます。 

目標が今後更に厳しくなりますが2025年度も引続き目標を達成できるよう職員一同努力いたします。 
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９．環境関連法規等の遵守状況 

9.1 適用される主な法規制 

 循環型社会形成推進基本法 

 資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 

 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 

 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法） 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

 消防法 

 東京都廃棄物条例 

 東京都環境確保条例 

 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

 

 

9.2 法規違反・訴訟等の有無 

事業活動に関し、環境関連法規における違反は過去 5 年間ありません。 

 

１０．代表者による全体評価と見直し 

 

10.1 全体評価と見直し 

2024 年度における「エコアクション 21」の活動において、次の点を中心に行ってきました。 

・中期事業計画（中計年度 2025～2027 年度）の策定、定款・業務方法書の一部変更 

（資源循環促進に関する事業追加）に伴い、環境経営方針の見直しを実施しました。 

・定款・業務方法書の一部変更に伴い、環境経営目標（2024～26年度）の見直しを実施しました。 

・実施体制は今後も継続致します。 

これらのなか、事業拡大に伴い 12 名の職員増という状況の中で、環境経営目標・環境経営計画に 

沿って全職員を対象に実施して参りました。その結果、目標として掲げた全ての項目に対して目標値 

を達成する成果を挙げることができました。これは、全職員の環境負荷低減に関する意識の高さ、及 

びタイムリーな新人職員への教育の成果がもたらしたものと言えます。 

一方で、今後の課題も見えてきました。事業拡大に伴う人員増への対応や、活動のマンネリ化を防

ぐための施策等です。今後は、一層の啓蒙・教育活動の充実を図るとともに、ハード面ではシステム 

更新に伴う省エネ機器の導入、ソフト面では DX活用による業務効率の向上と環境負荷の低減等を 

図り、継続的に職員の意識レベルを高められるよう活動を工夫し、更なる向上を目指していきます。 

 

 

 


